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１. はじめに 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」（座長：三友仁志 早稲田大

学大学院アジア太平洋研究科教授）から令和４年８月５日に公表された「デジタル時代に

おける放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」において、ブロードバンドの普

及やインターネット動画配信サービスの伸長と視聴デバイスの多様化、これらに伴う視聴

スタイルの変化と「テレビ離れ」などを背景に、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い

情報発信、「知る自由」の保障、「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理

解の促進といった放送コンテンツの価値を、インターネット空間にも浸透させていくため

の方策の一つとして、日本放送協会（以下「NHK」という。）のインターネット配信の在り方

について引き続き検討することとされ、その検討の場として、令和４年９月から、同検討

会の下で「公共放送ワーキンググループ」を開催している。 

令和４年９月以降、公共放送ワーキンググループにおいては、二元体制の一翼を担う公

共放送 NHK がデジタル時代にどのような役割を果たすべきか、そして、これに対応した NHK

のインターネット活用業務の在り方（放送制度の中でどのように位置付けていくべきか、

規制はどのように課されるべきか）、また、デジタル時代の NHK の事業運営を支える財源は

どのような形であるべきか、といった点について計 13 回の会合を開催して検討を行い、令

和５年 10 月 18 日に取りまとめ（以下「第１次取りまとめ」という。）1を公表した。 

第１次取りまとめにおいては、「NHK の役割」として、「民間放送との二元体制の下で、従

来から時代や技術の変化に適切に対応しながら放送全体の発展に貢献してきたことの延長

線上にあるものとして、NHK は、放送コンテンツのプラットフォームとして放送番組の流通

を支え、二元体制を基本とする我が国の放送全体の発展に貢献していく役割を担うべきと

考えられる。」とするとともに、インターネット活用業務の在り方については、「テレビな

どの受信設備を持たずにインターネットを通じて視聴する者に対しても、NHK の放送番組

を受信することのできる環境にある者に該当するとして相応の費用負担を求め、継続的・

安定的に放送番組の同時・見逃し配信を全国において提供することが必須業務化の意味で

ある」とした上で、「インターネットへと広がる情報空間の中で、NHK には、日本の放送全

体の発展により一層貢献するとともに、国民・視聴者の視聴スタイルの急速な変化に対応

して、少なくとも地上波テレビ放送の放送番組について、インターネットにより国民・視

聴者に同時・見逃し配信を行う役割が求められており、それに応じた重い責任を NHK に対

し課すことについては認識の一致を見ており、こうした業務は必須業務とすべきものと考

えられる。」とした。 

他方、地上波テレビ放送以外の放送、すなわち、地上波ラジオ放送、衛星放送及び国際

放送2のインターネット活用業務の在り方に関しては、「NHK が果たすべき役割に鑑み、これ

らの同時・見逃し（聞き逃し）配信を必須業務化すべきかどうかについて、これまでの議

論において、現時点では結論を導くに至る程度にまで議論が尽くされた状況とは必ずしも

                                                       
1 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（第２次）」の別添２として公表。 
2 本第２次取りまとめの「国際放送」とは、NHK が行う放送のうち、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第２条第５号の「国

際放送」及び同法第２条第９号の「協会国際衛星放送」をいう。 
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言えないため、今後、本ワーキンググループにおいて速やかに検討し、年内を目途に結論

を得ることとする。」とした。 

また、NHK のガバナンスの在り方については、第１次取りまとめにおいて、NHK のインタ

ーネット活用業務の設備調達に係る稟議事案3に関連して、現状の NHK のガバナンスについ

ても指摘が相次いだことを踏まえ、「NHK においては、再発防止策を着実に実行し、国民・

視聴者からの信頼回復に取組むべきであり、総務省においてもその動向を注視していくこ

とが求められる。」とし、また、NHK のインターネット活用業務を必須業務化することで重

い責任と規律を課していくことの一環として、子会社を含む NHK のガバナンスについて見

直す契機とすべきとの指摘もあり、「地方公共団体のイベント等の公募について NHK 子会社

が参加することの可否の検証の必要性についても指摘があったところである。地域におけ

るイベントの受注など、NHK の子会社の事業活動が放送法の趣旨に沿ったものとなってい

るか、関係者の意見も聴きつつ、エビデンスベースで、不断に検証していくことが求めら

れる。」とし、NHK のガバナンスの在り方についても公共放送ワーキンググループにおいて

継続検討することとした。 

加えて、国際放送については、「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタス

クフォース」（主査：内山隆 青山学院大学総合文化政策学部教授）の取りまとめ（以下「タ

スクフォース取りまとめ」という。）4において、「我が国国際発信のフラッグシップの役割

を担うものとして、外国人や在外邦人のアクセス方法の見直しや提供コンテンツの充実等

を図るべき。」として、「インターネット配信の強化、コスト負担の軽減、コンテンツ調達

の在り方、財源の在り方を含め、それらの課題や課題解決方策について検討を行う場を早

急に設置すべき。」、「検討の結果は、可能なものについて年内を目途に中間報告を行うべき。」

とされ、この NHK 国際放送の在り方についても公共放送ワーキンググループにおいて継続

検討することとした。 

本第２次取りまとめは、以上のとおり、第１次取りまとめ及びタスクフォース取りまと

めを受け、①地上波テレビ放送以外の放送（地上波ラジオ放送、衛星放送及び国際放送を

いう。以下同じ。）のインターネット活用業務の在り方、②NHK のガバナンスの在り方、③

国際放送の在り方（①を除く。以下同じ。）について、令和５年 10 月 19 日の第 14 回会合

以降、計６回の会合を開催し、オブザーバである NHK 及び一般社団法人日本民間放送連盟

に加え、一般社団法人日本新聞協会メディア開発委員会等の参加も得ながら検討を行い、

その結果を取りまとめたものである。 

 

  

                                                       
3 NHK が、インターネット活用業務について、現在認められていない衛星放送の放送番組の同時配信に向けた設備の調達手

続きを進めていた事案。NHK は、関連業務を停止するとともに、外部有識者から構成される「NHK 執行部ガバナンスレビュ

ーに関する専門委員会」からの助言を踏まえ、令和５年 7月 25 日に再発防止策を発表している。 
4 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ（第２次）」の別添４として公表。 
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２. 地上波テレビ放送以外の放送のインターネット活用業務の在り方 

（１）地上波テレビ放送以外の放送のインターネット活用業務の在り方に係る基本認識 

第１次取りまとめでも述べたとおり、現在、ブロードバンドの普及やインターネット動

画配信サービスの伸長、視聴デバイスの多様化に伴い、国民・視聴者の視聴スタイルも変

化しており、いわゆる若者の「テレビ離れ」に象徴されるように、放送を通じた視聴から、

インターネットを通じた視聴へと確実にシフトしている。 

国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあることを

踏まえると、インターネットを通じて放送番組を国民・視聴者に提供する業務を、その実

施の有無が NHK の判断に完全に委ねられている「任意業務5」ではなく、その継続的・安定

的な実施6が義務付けられる「必須業務7」として位置付ける（以下「必須業務化」という。）

よう、制度を変更していくべきである。 

その上で、受信料を財源とする公共放送である NHK と主に広告料収入を財源とするロー

カル局を含めた民間放送の二元体制の下、NHK や民間放送事業者の活動が活性化され、更に

新聞社・通信社等の他のメディアとも相互に共存・競争することによって、多元的なメデ

ィアが形成され、インフォメーション・ヘルス（情報的健康）8が確保されていくものと考

えられる。NHK がインターネット上で活動することにより情報空間の弊害を直接是正する

効果は限定的である可能性には留意する必要があるものの、今後増加が見込まれるテレビ

を持たない者に対しても、NHK がインターネットを通じて、国民全体が共有すべき基本的情

報を提供することは、日本社会の多様な構成員の知る権利をデジタル時代に的確に対応し

た形で充足し、民間放送との二元体制の下、NHK が公共放送として、社会の構成員の相互理

解・対話を促進し、安定的・持続的に公衆を形成する役割9を果たすことを可能とすると考

えられる。 

この考え方は、国民・視聴者の視聴スタイルの変化や情報空間の拡大という社会環境の

変化をその背景とするものであり、地上波テレビ放送のみならず、地上波テレビ放送以外

の放送についても当てはまるものであることから、地上波テレビ放送以外の放送のインタ

ーネット活用業務についても、原則として必須業務化することが適当である。 

以下では、こうした基本認識の下、地上波ラジオ放送、衛星放送及び国際放送の放送の

種別ごとに、個別の特性や事情等を考慮し、原則のとおり必須業務化することが適当かど

うか、必須業務化を見送ることが適当かどうか等について検討を行った。 

                                                       
5 放送法第 20 条第２項に規定されている、NHK が「行うことができる」業務。 
6 放送法第 86 条において、NHK は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又

はその放送を 12 時間以上（協会国際衛星放送にあっては、24 時間以上）休止することができない旨規定されている。 
7 放送法第 20 条第１項に規定されている、NHK が「行う」業務。 
8 多様な情報にバランスよく触れることで、フェイクニュース（偽・誤情報）等に対して一定の「免疫」（批判的能力）を獲

得している状態。 
9 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（令和４年８月５日公表）p.17 において、「放

送は、NHK と民間放送事業者がこの二元体制の下で様々な情報発信を行うことを通じ、国民の『知る自由』を保障し、災害

情報や地域情報等の『社会の基本情報』の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といった社会基盤としての役割を果

たしてきたと言うことができる。また、その『公共性』に着目すれば、放送は公衆の包摂・形成であり、社会の構成員の相

互理解・対話を促進し、安定的・持続的に『公衆』を形成するという社会インフラとしての役割を果たしてきたと言うこと

もできる。」とされている。 
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（２）放送の種別ごとの考え方 

① 地上波ラジオ放送 

ア）サービスの現状 

NHK は、現在、「ラジオ第１放送」、「ラジオ第２放送」及び「FM 放送」の３波を放

送している。インターネット活用業務としては、「らじる★らじる」でのライブ配信

及び聞き逃し配信、radiko での同時配信のほか、理解増進情報10としてはポータルサ

イト、番組ホームページ等を提供している。 

   

図１ NHK ラジオ放送の概要 

 

                                                       
10 現行制度における理解増進情報は、放送法第 20 条第２項第２号の規定を受けて、NHK が同条第 10 項の規定に基づき定め

る「インターネット活用業務実施基準」において、「放送したまたは放送する放送番組の編集上必要な資料その他の協会が

放送したまたは放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報（放送番組または当該情報を編集したものを含む。）」と

定義されている。その上で、基本原則として、「法の趣旨を踏まえ、特定の放送番組に関連付けられた補助的な情報の範囲の

ものとし、次の各号のいずれかに該当するものに限る。」と規定され、放送番組を周知・広報するもの、放送番組等を再編集

したもの、放送番組の内容を解説・補足するもの等が限定列挙されている。 
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図２ NHK ラジオ放送に係るインターネット活用業務における理解増進情報 

 

イ）必須業務化の是非 

地上波ラジオ放送は、ラジオ受信機が電池で長時間動作する特性等により特に災害

時の情報入手手段として有用であり、地上波ラジオ放送番組のインターネット配信は、

災害に備えた情報伝達経路の二重化や放送波へ誘導する効果を有していることから、

そのインターネット活用業務の意義は特に大きく、個別の特性や事情等を考慮しても、

原則のとおり、当該業務を必須業務化することが適当である。 

    

図３ 災害時におけるラジオの有用性（平成 30 年北海道胆振東部地震発生時） 
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ウ）必須業務として配信すべき情報の範囲及び放送の二元体制を含むメディアの多元性

を維持するための担保措置 

必須業務として配信すべき情報の範囲は、第１次取りまとめで述べたとおり、放送番

組と同一のもの（地上波ラジオ放送の場合は音声）及び放送番組以外のコンテンツ（テ

キスト情報等（テキスト情報のほか、映像・画像情報を含む。以下同じ。））である。 

このうち、放送番組と同一のもの（地上波ラジオ放送の場合は音声）については、全

国放送の放送番組の同時・聞き逃し配信を基本とし、一部時間帯で放送されている NHK

の各放送局11が制作する放送番組（以下「地方向け放送番組」という。）の同時・聞き逃

し配信については、配信方法12や費用等についての検討が必要なことから、国民・視聴

者のニーズ等を踏まえつつ、準備が整ったものから段階的に実施していくことが適当

である13。なお、NHK は、地方向け放送番組の同時・聞き逃し配信の拡大についてロー

ドマップを策定すべきである。 

また、テキスト情報等については、放送番組と同一の内容を基本としつつ、例えば、

ⅰ）災害時の緊急情報や重大事件など国民の生命・安全に関わる伝達の緊急度の高い重

要な情報、ⅱ）番組表など放送番組に密接に関連する情報又は放送番組を補完する情報

等に限定することとし、その旨を放送法に定性的に規定することで、テキスト情報等の

外延を画定する方向で検討すべきである。これに伴い、現在の理解増進情報の制度は廃

止され、必須業務として提供されるテキスト情報等として再整理されるべきである。 

第１次取りまとめにおいては、放送の二元体制を含むメディアの多元性を維持する

ための措置として、まず、情報の提供主体である NHK が原案を策定し、その評価・検証

を、NHK 以外の第三者機関が、NHK が必須業務としてのインターネット活用業務を開始

する前など適時に、国民・視聴者、民間放送事業者、新聞社・通信社等の関係者の参加

を得て実施し、エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条

件を決定する競争評価の仕組みを導入すべきとしており、テキスト情報等の具体的な

範囲は、この競争評価の仕組みを経て決定されるべきである。その際、テキスト情報等

のラジオ音声との親和性、災害時のラジオ情報の有用性等について考慮することが適

当である。 

  

                                                       
11 NHK は、東京（渋谷）の放送センター（首都圏局）を含め全国に 54 の放送局を有する。 
12 地方向け放送番組の配信方法について、NHK は、「現在「８局」で実施している同時配信は、全国放送の番組を含め並行し

て配信している。同じ方式で同時配信を拡大すると、全く同じ番組を同じ時間帯で配信することにつながる。全国 54 の放

送局で放送している番組を配信するには費用・体制にも留意した現実的な実施方法の検討が必要であり、また、その工夫の

余地はあるのではないかと考えている。例えば、設備の共有化や、ローカル放送放送部分だけのストリームの提供などによ

ってより効率的に実施することなど考えられるが、どういった設備・サービスにするかによって費用やユーザーの利便性に

大きな違いが生じる。」（第 16 回会合参考資料１）と説明している。 
13 段階的な実施は、地上波テレビ放送の地方向け放送番組についても同様である。 
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エ）財源と受信料制度 

必須業務としてのインターネット活用業務に係る受信料については、第１次取りま

とめにおいて、NHK の放送を受信することのできる受信設備を持たないが、スマートフ

ォン・PC 等の通信端末を用いて NHK の放送番組等を視聴する意思を持って能動的な一

定の行為を行った者であれば、汎用的な通信端末を NHK の放送番組を視聴するための

「受信設備」として「設置した」と評価することについて、国民・視聴者の理解を得ら

れやすいものと考えられることから、このような「協会の放送を受信することのできる

受信設備を設置した者」と同等と評価される行為を行った者に対して、受信料制度にお

ける公平負担の観点から、費用負担を求めることを基本とすべきとした。 

現在、NHK の地上波ラジオ放送を受信することのできる受信設備のみを設置した者

（放送波による受信者）は、受信契約締結義務の対象外とされている（放送法第 64 条

第１項14）ことを踏まえ、地上波ラジオ放送の必須業務としてのインターネット活用業

務に係る費用負担は、放送波による受信者との公平負担の観点から求めないことが適

当である。 

  

                                                       
14 放送法第 64 条第１項の規定は、次のとおり。 

 

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備（次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において

「特定受信設備」という。）を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約（協会の放送の受信についての契約をいう。以

下この条及び第七十条第四項において同じ。）の条項（以下この項において「認可契約条項」という。）で定めるところに

より、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居（住居とみなされる場所として認可契約

条項で定める場所を含む。）に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計

を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締

結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。 

一 放送の受信を目的としない受信設備 

二 ラジオ放送（音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百

二十六条第一項において同じ。）又は多重放送に限り受信することのできる受信設備 

２～５ （略） 
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② 衛星放送 

ア）サービスの現状 

NHK は、平成元年６月より衛星放送２チャンネル（衛星第１テレビジョン、衛星第２

テレビジョン）の本放送を開始し、現在、NHK BS、BS プレミアム 4K、BS8K の３波が放

送されている15。インターネット活用業務としては、同時・見逃し配信は実施されてお

らず、理解増進情報として、ポータルサイト、番組ホームページ等を提供している。 

 
図４ NHK 衛星放送の概要  

                                                       
15 NHK は、「NHK 経営計画（2021-2023 年度）」に基づき、令和５年度末に、BS 放送の右旋３波のうち、１波（旧 BS プレミア

ム）を停波する予定。また、同停波に向け、令和５年 12 月１日に番組再編が行われており、旧 BS プレミアムでは停波に関

する周知等の放送が行われているため、放送チャンネル数から除外し、３波と記載している。 
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イ）必須業務化の是非 

「基本認識」で述べたとおり、衛星放送のインターネット活用業務についても、原則

としては必須業務化することが適当である。しかしながら、NHK からは、衛星放送の放

送番組の権利処理に係る困難性やコスト16等の課題が示されたところ、個別の特性や事

情等を考慮し、実施環境が整うまでの当面の間は、必須業務化を見送ることが適当であ

る。ただし、NHK は、関係者の意見を聴きつつ、衛星放送のインターネット活用業務の

必須業務化に向け、その課題及び解決方策について検討し、ロードマップを策定すべき

である。 

なお、衛星放送の必須業務としてのインターネット活用業務の実施環境が整った場

合には、「必須業務として配信すべき情報の範囲」、「放送の二元体制を含むメディアの

多元性を維持するための担保措置」及び「財源と受信料制度」は、地上波テレビ放送と

同様とすることが適当である。 

③ 国際放送 

ア）サービスの現状 

NHK は、国際放送として、外国人向け・在外邦人向けに放送している。外国人向けの

国際放送としては、「NHK ワールド JAPAN」として、ラジオ（短波放送等、衛星放送）17

及びテレビ（衛星放送）18により、報道、文化、情報、ドキュメンタリー、科学等の番

組を放送している。また、在外邦人向けの国際放送としては、ラジオ（短波放送等）19

及びテレビ（衛星放送）20により、日本語で日本の情報等を放送している。 

また、放送法第 65 条第１項の規定に基づき、総務大臣は、NHK に対し、放送区域、

放送事項（邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、

国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。）

等を指定して国際放送を行うことを要請すること（以下「要請放送」という。）ができ

るとされ、その費用は、同法第 67 条第１項の規定に基づき、国が負担するものとされ

ている。  

                                                       
16 衛星放送のインターネット活用業務に係る課題について、NHK は、「「NHK BS」はプロスポーツや海外からの購入番組など、

番組配信の権利が取得できない、あるいは費用対効果の観点等から取得しない番組が多く、インターネット配信を行う上で

は権利上の課題が多い。仮に取得が可能であっても相当高額な費用になることが想定される。」（第 16 回会合資料 15-２）、

「BS 放送番組のネット配信に係る費用の具体的試算は現在のところ行っていないが、地上波テレビ放送の常時同時配信業

務については、2023 年度の予算では人件費、減価償却費等を含めてトータルで 65 億円程度を計上している（内訳は、業務

費約 31 億円、設備費約 21 億円、減価償却費約 4 億円、その他約 9 億円）。なお、地上波テレビ放送における常時同時配信

等業務を開始した 2020 年度の減価償却費は約 6 億円であった。BS 放送番組の配信に係る費用を試算するにあたって、上記

の地上波テレビ放送に要する金額から単純に類推することは出来ないが、地上波の配信と主要な支出項目は類似したものに

なることが考えられる。相違点としては、地方向け番組がない点、４K 画質での配信についての検討が必要な点、そして会

合でも申しあげたとおり権利の取得についての検討が必要な点などが挙げられる。いずれにせよ、相当規模の設備費・運用

費がかかることが見込まれる。」（第 16 回会合参考資料１）と説明している。 
17 短波放送等によるラジオ放送は世界 12 の放送区域に向けて 15 言語で放送され、衛星放送によるラジオ放送は全世界に向

けて 17 言語で放送されている。 
18 衛星放送によるテレビ放送は、日本や世界の最新情報など多彩な番組を１日 24 時間世界に向けて英語で放送されている。 
19 「NHK ワールド・ラジオ日本」として、在外邦人向けに、ラジオ第１放送の放送番組を基本に日本語で放送されている。 
20 「NHK ワールド・プレミアム」として、ニュース・情報番組等の放送に加え、子供向け番組、スポーツ、文化・芸能など

さまざまな番組が日本語で放送されている。 
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インターネット活用業務としては、「NHK WORLD-JAPAN HP」や公式アプリ、外国のイ

ンターネット動画配信事業者を通じて同時配信を実施しているほか、理解増進情報と

して、国際放送番組を周知・広報し又は解説・補足する番組関連情報等を提供している。 

   

図５ NHK 国際放送の概要 

   

図６ NHK 国際放送に係るインターネット活用業務における理解増進情報 
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イ）必須業務化の是非 

国際放送は、我が国の情報の国際発信においてフラッグシップの役割を担い、我が国

に対する正しい認識・理解・関心の醸成、国際交流・親善の増進、経済交流の発展、在

外邦人への情報提供といった重要な役割を担っている。視聴者の視聴スタイルの変化

は世界的な潮流となっており、国際放送の視聴者へのリーチを高めるため、要請放送を

含め、そのインターネット活用業務の意義は特に大きく、個別の特性や事情等を考慮し

ても、原則のとおり、当該業務を必須業務化することが適当である。 

 

ウ）必須業務として配信すべき情報の範囲及び放送の二元体制を含むメディアの多元性

を維持するための担保措置 

「必須業務として配信すべき情報の範囲」及び「放送の二元体制を含むメディアの多

元性を維持するための担保措置」は、地上波テレビ放送と同様である。 

すなわち、その一部について繰り返すと、必須業務として配信すべき情報の範囲は、

地上波テレビ放送と同様、放送番組と同一のもの（映像及び音声）及び放送番組以外の

コンテンツ（テキスト情報等）とすべきである。このうち、放送番組と同一のもの（映

像及び音声）については、ニーズや費用対効果を踏まえ、令和４年度末に終了した邦人

向け短波放送「NHK ワールド・ラジオ日本」に係るインターネット活用業務等、一部を

配信の対象外とすることはあり得るものである。また、テキスト情報等については、地

上波テレビ放送と同様、放送法に定性的に規定することで、その外延を画定する方向で

検討すべきである。その上で、放送の二元体制を含むメディアの多元性を維持するため

の措置として、テキスト情報等の具体的な範囲は、競争評価の仕組みを経て決定される

べきである。なお、その際、国際放送は、民間放送事業者等との競合領域ではなく、協

調領域であることについて考慮することが適当である。 

 

エ）財源と受信料制度 

国際放送は、国際放送を受信することのできる受信設備のみを設置した者（放送波に

よる受信者）は受信契約締結義務の対象外となっている21ことを踏まえ、地上波ラジオ

放送と同様、国際放送の必須業務としてのインターネット活用業務に係る費用負担は、

放送波による受信者との公平負担の観点から求めないことが適当である。 

  

                                                       
21 国際放送の経費は、受信契約締結義務の対象者が支払う受信料によって賄われている。この点、平成 19 年 12 月４日の衆

議院総務委員会において、総務大臣は、「国際放送は、確かに、受信料を負担していない外国人を対象にする、そういう性格

を持っておりますけれども、全体として見ますと、国際親善の増進ですとか、諸外国の我が国に対する向こうからの理解を

促進するということで、まさに国民全体の利益に通ずるということからは、国民が負担している受信料をその中に充てると

いうことについて、そうした考え方、取り扱いは適当だと思っています。」と答弁している。 
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（３）地方向け放送番組に係る地域メディアとの公正競争の確保 

地上波テレビ放送及び地上波ラジオ放送の地方向け放送番組について、必須業務として

配信すべき情報の範囲は、放送番組と同一のもの（映像及び音声）及び放送番組以外のコ

ンテンツ（テキスト情報等）であるところ、放送番組と同一のもの（映像及び音声）につ

いては、前述のとおり、準備が整ったものから段階的に実施していくことが適当である。 

他方、放送番組以外のコンテンツ（テキスト情報等）については、第１次取りまとめに

おいて、放送の二元体制を含むメディアの多元性を維持するための措置として、まず、情

報の提供主体である NHK が原案を策定し、その評価・検証を、NHK 以外の第三者機関が、

NHK が必須業務としてのインターネット活用業務を開始する前など適時に、国民・視聴者、

民間放送事業者、新聞社・通信社等の関係者の参加を得て実施し、エビデンスベースで、

インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する競争評価の仕組みを導入す

べきとしている。 

この競争評価の仕組みにおいて、地上波テレビ放送及び地上波ラジオ放送の地方向け放

送番組に係るテキスト情報等の範囲を決定するに当たっては、地域におけるメディアの多

元性の確保の重要性や地方向け放送番組の同時・見逃し（聞き逃し）配信が一部に限られ

ている現状を踏まえ、民間放送事業者や新聞社等の地域メディアとの公正競争の確保に支

障が生じないよう考慮することが適当である。 

 

（４）インターネット活用業務に係る民間放送事業者等への知見の共有 

第１次取りまとめにおいて、NHK は、放送コンテンツのプラットフォームとして放送番

組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国の放送全体の発展に貢献していく役割を担

うべきと提言した。 

デジタル時代においてインターネットへの対応は放送全体としてもはや必須とも言うべ

きものであり、NHK は、インターネット活用業務が必須業務化された場合、その実施にお

いて得られた技術面や運用面での知見を民間放送事業者等に可能な限り共有していくべき

である22。 

 

  

                                                       
22 株式会社 J-WAVE は、第 16 回会合（令和５年 12 月５日開催）でのヒアリングにおいて、NHK の地上波ラジオ放送のイン

ターネット活用業務の必須業務化に関して、「原則として賛成である」とした上で、「NHK の技術的な知識や経験に期待する。

研究開発の予算と人材が、必須業務化によりインターネット配信の分野にも投入され、視聴データ解析等を含む様々な知見

が、民放ラジオ局にも共有されることに期待する。」としている。なお、現行の放送法第 20 条第 15 項においては、任意業

務であるインターネット活用業務について、「他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協

力をするよう努めなければならない。」と規定されている。 
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３. NHK のガバナンスの在り方 

（１）ガバナンスの重要性 

NHK は、放送事業者としての放送番組の編集等に関する自主性・自律性を確保しつつ、国

民・視聴者の受信料によって運営されている公共放送として、適切なガバナンスの下、効

率的・効果的な業務運営を行うことによって、国民・視聴者の信頼を得ることが何より重

要である。 

NHK は、ガバナンス確保の取組として、例えば、インターネット活用業務の設備調達に係

る稟議事案を受け、監査委員会が全ての稟議書を査閲する等の再発防止策を講ずるほか、

「会長、副会長および理事の服務に関する準則」に役員の処分に関する規定を盛り込むこ

ととしている。公共放送ワーキンググループにおいては、こうした NHK における現状の取

組に加えて、更にガバナンスの実効性を確保していくためには何が必要かについて検討を

行った。 

 

（２）ガバナンスの現状 

NHK には、最高意思決定機関として、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命した委員によ

って構成される経営委員会が置かれ、経営に係る重要事項の議決、役員の職務執行の監督

等を行っているほか、経営委員会の委員により構成される監査委員会が置かれ、役員の職

務の執行の監査を行っており、この２つの委員会が NHK におけるガバナンスの中核を担っ

ている。 

NHK におけるガバナンスの仕組みは、これまでの累次に渡る放送法等の改正により拡充

されてきた。例えば、放送法等の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 136 号）では、監

督機能の強化として、執行部に対する監督権限の明記、経営の基本方針やコンプライアン

ス体制の決定の議決事項への追加等のほか、監査部門の強化として、監査委員会による監

査制度の導入や一部委員の常勤化等が措置された。また、放送法の一部を改正する法律（令

和元年法律第 23 号）では、コンプライアンスの確保に係る制度の充実、透明性の確保のた

めの情報公開に係る制度の整備等が措置され、令和元年９月には、NHK 子会社等23の事業運

営の効率性・適正性・透明性確保を目的として、「日本放送協会の子会社等の事業運営の在

り方に関するガイドライン」（以下「子会社等ガイドライン」という。）が策定された。 

 

                                                       
23 「子会社等」とは、子会社（放送法第 21 条第１項）、関連会社（放送法施行規則第 30 条第１項第 11 号イ）及び関連公益

法人等（同号ロ）をいう。 
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図７ NHK の運営の仕組み 

 
図８ NHK ガバナンス強化に関するこれまでの主な制度改正（概要） 
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（３）ガバナンスの実効性確保のための取組 

① 経営委員会・監査委員会による監督・監査機能の強化 

経営委員会及び監査委員会が有する監督・監査機能を十分に発揮するためには、各委員

の責任と権限を明確化した上で、執行部と適切な関係性を保ちつつ連携を図っていくこと

が重要となる。このため、執行部との適時かつ十分な情報共有を行いつつ、執行部におけ

る業務フローと有機的に連携して監督・監査に取り組んでいくことが重要である。この業

務フローとの連携については、例えば、収支予算等の経営委員会での議決事項について、

可能な限り早期に経営委員会に諮るといった具体的な進め方の工夫も必要となってくる。 

また、不祥事等の事案が発生した場合には、迅速に原因を究明し、効果的な再発防止策

を講じていくため、経営委員会・監査委員会は、適切な役割分担24の下、能動的に建議・調

査していくことが重要である25。 

加えて、経営委員会・監査委員会がこれらの取組を有効に進めていくための体制整備と

しての事務局機能26の強化や、アカウンタビリティの確保としての経営委員会議事録27の充

実化を図ることも重要である。 

 

② インターネット活用業務の必須業務化を見据えたガバナンスの在り方 

インターネット活用業務の必須業務化については、放送の二元体制を含むメディアの多

元性を維持するための措置として、まず、情報の提供主体である NHK が、テキスト情報等

の具体的な範囲についての原案を策定し、その評価・検証を NHK 以外の第三者機関が実施

する競争評価の仕組みを導入すべきとしている。 

必須業務としてのインターネット活用業務は、NHK にとって新たな業務となる。経営委員

会は、その点を十分に認識し、公正競争の観点を含めその適正性を確保するという重い責

務の下、競争評価の仕組みにおいて NHK が原案を策定するに当たり、組織として最終的な

決定を行うことが求められる28。また、経営委員会及び監査委員会は、インターネット活用

業務の実施状況について報告を受け、当該業務が適正に実施されているかについて監督・

監査を行うことも求められる。  

                                                       
24 監査委員は、経営委員会の委員の中から任命されるが、その職務は役員の職務執行の監査であって、経営委員の職務とは

別であることに留意。 
25 経営委員会の職務権限として、放送法第 29 条において、「協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適

正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備」の議決（同条第１項第１号ハ）、「役員の職務の執行の監督」

（同項第２号）が規定されている。また、監査委員会による調査権限については、放送法第 44 条において、「監査委員会が

選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。」（同条第１項）、「監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するた

め必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることが

できる。」（同条第２項）と規定されている。 
26 経営委員会の事務局体制は、「協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要な

ものとして次に掲げる体制の整備」のひとつとして、経営委員会の議決事項と規定されている（放送法第 29 条第１項第１

号ハ（７））。監査委員会の事務局体制は、「監査委員会の職務を補助すべき職員及び専門的知識を有する者その他の者に関

する事項」として、経営委員会の議決事項と規定されている（放送法第 29 条第１項第１号ロ・放送法施行規則（昭和 25 年

電波監理委員会規則第 10 号）第 17 条第１号）。なお、現状、経営委員会事務局は９人、監査委員会事務局は６人である。 
27 経営委員会議事録については、放送法第 41 条において、「委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定め

るところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。」と規定されており、経営委員会議事運営規則第５

条において、記載事項（日時、場所、出席者氏名、議題、議事経過、議決の内容等）等が規定されている。 
28 なお、原案の策定に当たり、経営委員は、放送法第 32 条第２項において、「委員は、個別の放送番組の編集について、第

三条の規定（注：放送番組編集の自由）に抵触する行為をしてはならない。」と規定されていることに留意する必要がある。 
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③ NHK の子会社等に関するガバナンス 

NHK の子会社等に関するガバナンスについては、NHK グループの業務の効率化のために創

設された関連事業持株会社29を適切に活用していくほか、子会社等ガイドラインを遵守する

ことが求められる。また、放送の二元体制を含むメディアの多元性を維持する観点からは、

子会社等を含めた NHK 全体として、その知見を民間放送事業者等の関係者に共有していく

ことも重要である。 

NHK 子会社等の事業活動については、第１次取りまとめにおいて、「地域におけるイベン

トの受注など、NHK の子会社の事業活動が放送法の趣旨に沿ったものとなっているか、関係

者の意見も聴きつつ、エビデンスベースで、不断に検証していくことが求められる。」とし

ていた。公共放送ワーキンググループにおけるヒアリングでは、テレビ番組の音声をポッ

ドキャスト事業者に提供する事例、デジタルサイネージに記事を配信する事例等を挙げつ

つ、公正な競争への配慮を求める意見があった30。こうした意見を踏まえ、より具体的な事

例の把握に努めつつ、NHK においては適切なグループ経営のための監督・監査を実施すると

ともに、公共放送の子会社等であることを踏まえて事業活動が適正か否かをエビデンスベ

ースで検証し、必要に応じて、総務省において子会社等ガイドラインの改正を検討するこ

とが適当である。 

 

（４）NHK への期待 

公共放送ワーキンググループにおいては、以上のガバナンスの実効性確保のための取組

について検討を行い、その検討の場に陪席いただいた経営委員会及び監査委員会の委員か

らは、その検討結果を真摯に受け止め、国民の負託を受けた委員としての自覚と責任を持

ち、ガバナンスの一層の向上に努めていくとの意思が表明されたところである。NHK には、

本第２次取りまとめの提言を踏まえ、「NHK 経営計画 2024-2026 年度」に示された「経営委

員会が、執行部と審議・検討する定期的な会議体」31の具体化を含め、ガバナンスの実効性

確保のための実施方針（年間スケジュールの策定を含む。）の見直し・公表32及びガバナン

スに関する取組状況の公表33を期待したい。  

                                                       
29 関連事業持株会社として、令和４年 12 月１日に「株式会社 NHK メディアホールディングス」が設立されている。 
30 第 16 回会合（令和５年 12 月５日開催）における一般社団法人日本民間放送連盟提出資料（資料 16-２）及び一般社団法

人日本新聞協会メディア開発委員会提出資料（資料 16-３）を参照。 
31 「NHK 経営計画 2024-2026 年度」には、「経営マネジメント ～説明可能・アカウンタブルな経営の徹底～」として、「内

部統制機能の一環として、すべての稟議書の査閲など監査委員会の機能充実を図る」、「協会・関連団体の運営、業務、財産

に関する重要な内容に対し、とくに「ガバナンス」の観点から、経営委員会が、執行部と審議・検討する定期的な会議体を

設置」、「経営委員会がより幅広く意見を集め、多元性の確保など、ガバナンスに生かす取り組みを強化」等と記載されてい

る。このうち、「定期的な会議体」のイメージについて、経営委員会は、「１つは執行部からの情報提供の質と量の一層の改

善というのを掲げているので、その状況を確認する会議体ということ。具体的な内容については、これから検討することに

なるが、一例を挙げると、内部統制の運用状況の確認、経営委員の課題意識に基づく内容の議論、情報提供の状況の確認等

が、候補になるのではないかと考えている。」（第 16 回会合参考資料１）と説明している。 
32 放送法第 29 条第１項第１号の規定に基づき、「監査委員会の職務の執行のため必要なもの」（同号ロ）及び「協会の業務

並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備」（同号ハ）

が経営委員会の議決事項とされており、また、放送法第 84 条の２第１項及び放送法施行規則第 55 条の２第２項第２号ルの

規定に基づき、それらについての議決内容及び当該議決に基づく定めが「内部統制関係議決」として公表されている。 
33 放送法第 84 条の２第１項及び放送法施行規則第 55 条の２第２項第２号ルの規定に基づき、「監査委員会の職務の執行の

ため必要なもの」（放送法第 29 条第１項第１号ロ）及び「協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正

を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備」（同号ハ）の運用状況が「内部統制に関する体制等及びその運

用状況」として公表されている（同内容は「業務報告書」の一部としても公表されている）。 
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４. 国際放送の在り方 

国際放送の在り方については、今後引き続き検討していくこととしているが、以下では現

時点までに検討した方向性について述べる。 

 

（１）国際放送に関する基本認識 

国際放送に関する基本認識として、我が国の情報の国際発信におけるフラッグシップの

役割を担うものであり、国際的ニュースの報道において我が国やアジアの視点で情報発信

する等、信頼できる情報発信主体としての取組を進めるとともに、我が国コンテンツ産業

の発展のため、海外との競争を意識しつつ、NHK と民間放送事業者とが協調して取り組んで

いくことが重要である。 

 

（２）コスト負担の軽減 

衛星放送、短波放送、ケーブルテレビ、インターネット配信等の様々な手段を適切に組

み合わせ、視聴者へのリーチの確保とコスト負担の軽減を両立させていくことが重要であ

る。 

 

（３）財源の在り方 

国際放送の実施に必要な財源は、国民全体の利益に資するものであるという考え方の下、

基本的に受信料によって賄われている。ただし、国際放送のうち株式会社日本国際放送34の

独自放送枠については、NHK の放送枠35とは異なり、一部に広告料収入が充てられている。 

国際放送は、二元体制の下で発展してきた国内放送とは異なる状況にあり、NHK の事業規

模の縮小が見込まれる中でも、引き続き重要な役割を担う必要があることから、NHK の放送

枠についても、民間放送事業者も含めたプラットフォームとしての事業に充てるものとし

て、広告収入を得ていくことについて検討すべきである。ただし、国際放送として具体的

にどのような放送番組が広告料収入を得るべきものとして相応しいかといった詳細なスキ

ーム等については、民間放送事業者等の関係者の意見を聴きつつ検討が必要である。 

また、国が負担する要請放送に要する費用については、交付金として NHK に交付され、

受信料財源と一体的に放送番組の制作・放送等に使用されている。国の予算の使途の透明

性確保等の観点から、例えば、放送枠を国が購入して放送番組の単位で区別することも考

えられるが、要請放送の実施に当たっては NHK の放送番組の編集の自由への配慮義務が放

送法に規定されている36ことを踏まえるほか、放送番組の企画・制作を放送事業者ではない

国が担うことは困難と考えられること、要請放送の放送事項と NHK の国際放送の内容は密

接に関連している部分が多く、ひとつの放送番組として一体的に表現する現在の構成の方

がより高い効果が見込まれること等から、こうした現在の放送番組の構成は維持すること

を前提とした上で、要請放送の交付金の使途の透明性確保に向けてどのような方法が考え

られるか総務省及び NHK において検討すべきである。  

                                                       
34 平成 20 年４月設立。出資金は、3.9 億円（NHK2.0 億円（51.28%）、NHK 以外の者 1.9 億円（48.72%））。 
35 放送法第 83 条の規定により、NHK による広告放送は禁止されている。 
36 放送法第 65 条第２項において、「総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなけれ

ばならない。」と規定されている。 
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【公共放送ワーキンググループにおける構成員の主な意見（国際放送の在り方関係）】 

 

・ NHK は国内事業者と競合しない国際放送を積極的に実施いただき、特に国際に関して日本を

代表するプレーヤーとして頑張っていただきたいという期待がある。（第４回会合・内山構成

員） 

・ NHK では、放送においては国際的に共同番組制作が行われているが、今後、ネットにおいて

も同分野での展開が必要であり、NHK への期待が高い。（第５回会合・内山構成員） 

・ 将来的な財源の確保を考えた際に、例えば英国型の国際放送に向けての広告収入を得るとい

うのは、いずれ選択肢の一つとして再検討する余地が出てくるのではないかと思っている。（第

７回会合・大谷構成員） 

・ NHK の事業運営収入というよりも、民放も含めたプラットフォームとしての事業の中に充て

るものとしての広告を取得していくことが重要ではないか。（第 14 回会合・落合構成員） 

・ プラットフォームを構築する場合には、その原資には受信料ではなくて広告収入も一部入る

という整理をすることも考えるべきではないか。そこにできた市場に、民放あるいは他のメデ

ィアが参入していくということもあり得る。（第 14 回会合・宍戸構成員） 

・ 国際については、放送と配信の制度的な区別をせず、包括して必須業務とする制度化ができ

ないだろうか。海外では既に放送と配信の相対化が進んでいるので、NHK において国際放送の

目的を達成するために最適な放送、配信方法を選択し、総体として広く視聴される状況をつく

り出すことを重視すべきではないか。（第 15 回会合・曽我部構成員） 

・ 国際放送がどれぐらいに本当にリーチしているのか、認知されているのかということをある

程度、情報として出してもらった上で議論していくべき。定量的には厳しいけれども、定性的

にはポテンシャルがある領域もあるのだから、そういったところを中心として話を進めていく

という流れが必要なのではないか。（第 15 回会合・瀧構成員） 

・ 国際放送は、基本的だが重要なこととして、国際的ニュースの報道等、信頼できる情報発信

主体としての取組を進めることが求められる。「参考資料１」の NHK 回答にも、「NHK 国際放送

では、公平・公正で信頼される情報を日本・アジアの視点を交えて発信することや、多彩な番

組を通して日本への理解促進に努める」とあるが、世界の出来事に関して日本あるいはアジア

の視点で情報発信していくことは重要。一方で、国際業務の場合には、国内の民間放送事業者

と公共放送事業者との競争上の緊張関係は限定的になると思われ、合理性が極めて高い。具体

的な番組のイメージとして、イギリス「BBC NEWS」の取組はひとつ参考になる。（第 16 回会合・

落合構成員） 

・ 民放では国や自治体が放送枠を購入して広報番組を流すというような事例もあるが、NHK は

国営放送ではなく公共放送という位置付けであるし、放送法には要請放送に当たって「NHK の

放送番組の編集の自由に配慮しなければならない」という規定もあるため、放送枠で分けると

いった形ではなく、ひとつの同じ番組の中に要請された要素を盛り込んでいくという現在の形

を前提として考えることが適当。こうすることで、NHK の国際放送の一つの番組として同じ編

成方針で制作されることになり、視聴者に対する効果という意味でも望ましいと思う。要請放

送の交付金の使途の透明性確保に向けては、こうした前提の下で具体的にどういった方法が考

えられるのか、NHK と総務省で検討してほしい。（第 17 回会合・落合構成員） 
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５. 今後の進め方 

公共放送ワーキンググループにおいては、令和５年 10 月 18 日の第１次取りまとめの公表

以降も引き続き、NHK のインターネット活用業務の在り方、NHK のガバナンスの在り方及び国

際放送の在り方について検討を重ねてきた。 

NHK のインターネット活用業務の在り方については、地上波ラジオ放送及び国際放送につ

いては地上波テレビ放送と同様、そのインターネット活用業務を必須業務化することが適当

であるとした。他方、衛星放送のインターネット活用業務については、放送番組の権利処理

に係る困難性やコスト等の課題を踏まえ、実施環境が整うまでの当面の間は、必須業務化を

見送ることが適当であるとした。 

また、NHK のガバナンスについては、経営委員会・監査委員会による監督・監査機能の強化

のほか、インターネット活用業務の必須業務化を見据えたガバナンスの在り方等について、

実効性を確保するための取組について提言した。 

総務省においては、第１次取りまとめ及び本第２次取りまとめの内容を踏まえ、NHK のイ

ンターネット活用業務の必須業務化に向けて法制化に取り組むとともに、「日本放送協会のイ

ンターネット活用業務の競争評価に関する準備会合」37において、競争評価の枠組みや必須業

務として配信すべき具体的な情報の範囲等について関係者の意見を聴きながら検討を進めて

いくべきである。 

情報空間がインターネットへと広がり、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報

入手手段として利用しつつあるデジタル時代において、何より重要な政策的視点は、フェイ

クニュース（偽・誤情報）への対応も含め、インフォメーション・ヘルスをいかに確保して

いくかという視点である。この点、公共放送ワーキンググループで検討してきた NHK のイン

ターネット活用業務の在り方はそのための重要な要素と考えるが、あくまでひとつの要素で

ある。インフォメーション・ヘルスの確保に向け、NHK のみならず、民間放送事業者や新聞

社・通信社等の関係者が連携・協力して不断の検討を行い、取組を進めていくことを切に期

待する。 

また、本年１月に発生した令和６年能登半島地震においては、災害時における放送の役割

の重要性が再認識されたところであり、NHK を含む放送事業者は、重要な公共インフラを提

供する者としての使命に基づき、災害対応に取り組むことが求められる点も併せて指摘して

おきたい。特に、災害時には平時以上にフェイクニュース（偽・誤情報）の流通が懸念され

る中、放送に加えてインターネットも活用し、取材や編集に基づく信頼性の高い情報発信を

行うことが期待される。 

なお、公共放送ワーキンググループは、今後も引き続き、国際放送の在り方、NHK 子会社等

の事業活動の適正性等について検討を継続していくこととする。 

 

                                                       
37 第１次取りまとめにおいて、「今後、法制化に向けて、NHK が原案を策定するに当たり、総務省において、NHK に加え、民

間放送事業者、新聞社・通信社等の関係者が参加する場を設け、NHK が検討に着手することを促すなどして、関係者の声を

十分に反映するように努めるべきである。」としていたもの。令和５年 11 月 20 日から開催されている。 
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う必要があり、子会社を活用したネット業務が、NHK本体のネット業務の抜け道となっては

ならない。各地のイベント事業で、子会社が地元民間企業と競合することもある。検討項目

には「NHKの子会社の事業活動が放送法の趣旨に沿ったものとなっているかについて検証」

とあるが、NHK自らが子会社の事業展開の実態やその理由について、ていねいに説明してい

くことがガバナンスを高めていくことにつながる。 

以  上 
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